




商品概要説明書

（令和８年 4月１日現在）

１．商品名

（愛 称）

○スーパー定期貯金（単利型）

（愛称：農家応援定期貯金「Ｆサポートプラス」）

２．販売対象 ○当ＪＡの組合員または組合員と同居の家族 かつ 下記のいずれかに該当する個人※１

①当ＪＡで公的年金振込※２の指定をされている方

②当ＪＡで給与振込（農畜産物販売代金振込）の指定をされている方

③当ＪＡでＪＡカードに入会している方

④当ＪＡでＪＡバンクアプリとＪＡネットバンク（ＪＡバンクアプリ プラス含む）の両

方を利用している方

⑤当ＪＡの通帳レス口座をお持ちの方
※1 組合員加入、上記取引申込みと同時のお預入れも可能です。①～⑤は本商品を契約される方のお取引に限ります。

※2 公的年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金および農業者年金に限ります。年金予約は対象外とさせていただき

ます。

※本商品をお預入れ中は、組合員資格および上記取引を継続していただくことが条件となり、条件が満たされないこ

とが判明した場合は、その時点で中途解約をしていただきますので、あらかじめご了承ください。。

３．取扱期間 ○令和８年４月１日（水）～令和９年１月２９日（金）

４．期 間 ○１年自動継続（元金継続または元利金継続）のみの取扱いとなります。

５．預入方法

(1) 預入方法

(2) 預入金額

(3) 預入単位

(4) 預入条件

(5) 預入制限

○一括預入

○１００万円以上１，０００万円以内

○１円単位

○当ＪＡへ新規にお預けいただける資金を対象とさせていただきます。既に当ＪＡにお預け

いただいている普通貯金・定期貯金等から本商品に切り替えることはできません。

○取扱期間中の契約本数は、お一人様３本限りとします。

○総合口座または定期貯金通帳への預入に限ります。

○取引の公平性を確保するため、過去または契約前後におけるお預入れ資金の解約や出金状

況等のお取引状況を踏まえ、当ＪＡの判断により本商品のご利用をお断りする場合があり

ます。

例）当ＪＡにお預入れの資金を解約または出金し、お手元で保管や他行（当ＪＡの他支店

を含む）に預入れ後、再度現金もしくは振込等により入金された資金によるご契約

例）令和８年１月以前の「Ｆサポート」または「Ｆサポートプラス」契約において、満期

日到来前に中途解約された方 等

６．払戻方法 ○満期日以後に一括して払い戻します。

７．利 息

(1) 適用金利

(2) 利払頻度

(3) 計算方法

(4）税 金

(5）金利情報の

入手方法

○預入時の約定利率を満期日まで適用します。次回継続時には自動継続時の店頭表示金利を

適用します。

○満期日以後に一括して支払います。

○付利単位を１円として１年を３６５日とする日割計算となります。

○２０．３１５％（国税 15.315％、地方税 5％）※ の分離課税となります。

※２０３７年１２月３１日までの適用となります。

○金利は店頭またはホームページに表示しています。

８．手数料

９．付加できる

特約事項

○総合口座の担保に組入れできます。

（貸越利率は担保定期貯金の約定利率に０．５％を上乗せした利率）

○マル優（障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」）の取扱いができます。

○通帳レス口座サービス（通帳等の発行に代えてＪＡバンクアプリにより通帳レス口座利用

規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス）がご利用に

なれます。

10．中途解約時

の取扱い

○この貯金の中途解約は原則としてできません。

○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第４位以下切捨て）により計算

した利息とともに払い戻します。

① ６か月未満 ･･･････････ 解約日における普通貯金利率



② ６か月以上１年未満 ･･･ 約定利率×５０％

11．貯金保険制度

（公的制度）

○保護対象

当該貯金は当ＪＡの譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険法第５１条の２

に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サ

ービスを提供できること」という３条件を満たすもの）を除く。）と合わせ、元本１，０００

万円とその利息が貯金保険により保護されます。

12．苦情処理措置

および紛争解

決措置の内容

○苦情処理措置

本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきましては、当ＪＡ支店また

は金融部（電話：0538-36-7039）にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等

に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。

また、ＪＡバンク相談所（電話番号：03-6837-1359）でも、苦情等を受け付けております。

○紛争解決措置

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当

ＪＡ金融部またはＪＡバンク相談所にお申し出ください。

静岡県弁護士会あっせん・仲裁センター（ＪＡバンク相談所を通じてのご利用となります。

上記ＪＡバンク相談所にお申し出ください。）

13．その他参考と

なる事項

○満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。

○本商品はＡＴＭ・ＪＡネットバンクでのご契約・ご解約はできません。

○金融情勢の変化等により、商品内容の変更や取扱いを中止させていただく場合があります。

○遠州中央管内および静岡県内産の特産品消費拡大による農家の応援を目的として以下の農産

物を進呈いたします。

(1)進呈基準

○１契約につき粗品を１つ進呈します。

○１契約あたりの預入金額

➊  ：預入金額１００万円以上２００万円未満 

❷～❹：預入金額２００万円以上３００万円未満 

➎  ：預入金額３００万円以上１，０００万円以内 

※➊～➎は下表の商品番号に対応しています。 

(2)粗品種類・送付方法

○粗品は、送付時期を分けて順次発送いたします。

お茶コース ❶茶ピアミニボトル缶 （１C/S） 

契約月 ４月～６月 ７月～９月 １０月～１月

送付時期 ７月下旬 １０月下旬 ２月下旬

お米コース
❷遠州中央産 

遠中ｺｼﾋｶﾘ（5㎏）

❸遠州中央産 

にこまる（5㎏）

❹静岡県産 

きぬむすめ（5㎏）

契約月 ４月～６月 ４月～９月 ４月～１月

送付時期 ９月下旬 １１月上旬 ２月下旬

カタログコース ➎静岡選べるギフトカタログ「食卓専科」 

契約月 ４月～６月 ７月～９月 １０月～１月

送付時期 ７月下旬 １０月下旬 ２月下旬

※➋❸は契約月が限定される粗品です。❶➍➎は通年で選択可能です。 

○送付方法

➊～➍：窓口渡し又はお届けします。 

➎  ：宅配便で発送します。 

(3)期限前解約

この貯金は期限前解約ができません。やむを得ず期限前解約をする場合で商品発送前の解

約につきましては、お申込みいただいた農産物は発送されません。

(4)その他

天候・生育状況や応募状況等により、品物・内容量・発送時期等を変更する場合があります。

詳しくは窓口にお問い合わせください。 ＪＡ遠州中央


